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過激武装組織「イスラム国」による蛮行を糾弾する

湯川さんに続き、後藤健二さんが、過激武装組織「イスラム国」によって殺害された事は、いかなる口実をもってしても許されない残虐非道な蛮行であり、深い憤りを感じ、断固として糾弾します。今、求められているのは、国際社会が結束して、過激武装組織「イスラム国」に対処し、国連安保理決議が求めている様に、外国人戦闘員の参加を阻止し、資金源を断つなど、孤立させ、追いつめ、武装解除と解体に追い込んでいく事です。 日本政府も、こうした方向に努力すべきです。安倍首相は、「邦人救出」を名目にした自衛隊の海外派兵の一層の拡大の検討を表明しています。これを機に「海外で戦争する国」づくりを推進するという動き・野望は、断じて認められません。　　　　　　　　　　　　　　　　ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ（日本共産党志位委員長の声明を一部引用）
通常国会は１月２６日に開会
安倍首相は｢所信表明演説｣を行わず、国民への説明を軽視した異様な幕開けとなりました。麻生財務大臣が補正予算案に対して｢財政演説｣を短時間行いました。
日本共産党国会議員団は衆議院・参議院で獲得した議案提案権を行使し、｢政党助成法廃止法案｣を衆議院に提出しました。

補正予算案は、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策として、一般会計総額３兆１１８０億円を計上しており、地域の消費喚起、生活者支援、中小事業者の資金繰りの支援、米価下落への対策など事業者への支援、省エネ・再生可能エネルギーの推進、エネルギー価格の影響への対策、省エネ住宅に関するポイント制度の実施など住宅市場活性化策などにあてています。又、ふるさと名物応援事業など、まち・ひと・しごとの創生にむけた総合戦略の先行的実施のための予算を含め地域の産業振興など(地域商品券の発行など)地域活性化、災害復旧・災害対応の強化を含め災害や危機などへの対応予算を組んでいます。

日本共産党は、補正予算案は、軍事費(２１１０億円)の増強を盛り込み、安倍政権の経済政策＝アベノミクスの行き詰まりが明らかなもと、消費を冷やした原因にはまったく手をつけておらず、国民のふところをあたためるものとはなっていないと指摘し、また環太平洋連携協定(ＴＰＰ)参加を前提としたものであり容認できないと反対しました。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　

３月議会は２月２５日（水）から始まります。
２月６日（金）には、全員協議会が開催され、「桑名市子ども・子育て支援事業計画」(案)と「桑名市生活困窮者自立支援事業計画」(案）の福祉関係の２つの事業計画が協議されます。いずれも４月から法が施行されるもので、「桑名市子ども・子育て支援事業計画」に、幼保一元化・認定こども園の事が書かれてない事が気になります。「桑名市生活困窮者自立支援事業計画」は「事業計画」と言いながら、国の求めている、必須事業（自立相談支援事業と住居確保給付金の支給）、任意事業（就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、その他自立の促進に必要な事業）の計画がなく、この「事業計画」で、何をしたいのか分からない内容になっています。これらの計画に基づく予算も来年度予算に上げられてくると思われますので、しっかりと議論していきます。
２月１２日（木）には、「『第３期桑名市障害者計画』及び『第４期桑名市障害福祉計画』」（案）「桑名市地域包括ケア計画－第６期介護保険事業計画・第７期老人福祉計画－（平成２７年度から２９年度）」（案）の福祉関係の２つの事業計画が協議されます。
２月１７日（火）は、３月議会に提出される来年度予算等の公表・説明です。

２０１５年３月定例議会（予定）
２月２５日（水）　　　午前１０時　　本会議開会（施政方針・議案上程、説明）
３月　３日（火）―　６日（金）
　　午前１０時  　本会議（代表・議案質疑、委員会付託、請願上程・補足説明、一般質問）
３月　９日（月）―１２日（木）
　午前１０時　　常任委員会
２０日（金）　　　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
【報告】来週９日―１０日、東京での「第３０回市町村議会議員研修会」に参加します。第１日目は、記念講演｢２０１５年度予算のポイントと地方創生・地方財政の課題｣第１講｢地域包括ケアシステム構築と自治体の課題｣ナイター講座｢マイナンバー制度に関わる自治体の実務と課題｣。第２日目は、第２講｢子ども・子育て支援新制度のチェックポイントと自治体の課題｣第３講「国保都道府県単位化とあるべき国民健康保険制度」です。構成、内容共に豊富でどれも見逃せないものばかりで、３月議会に即役立ちそうで、今からワクワクしています。
１２月議会の議案質疑と答弁
議案質疑Ⅰ【６議案の人事院勧告に基づく職員給与等の増額について】
【質問】日夜頑張って市民の為に努力されている職員の皆さんへの人事院勧告に基づく給与増額に反対するものではありません。しかし、今年度予算で市民向けの補助金などを約１億円削減し、これに上乗せをして１億２０００万円余りを今年の４月に遡って職員給与等に充てようとしている事に対して、補助金を削減された市民や団体の方にどのように説明するのですか。削減された１億円はどこへ行って、１億２０００万円はどこから来るのですか。
【答弁】これまで同様に人事院勧告に基づいて給与改定を行う。経費の削減の１つとして、定員適正化計画に基づいて職員数を減らしてきた。総人件費も削減してきた。職員に適正な給与を支給することは、職員の努力や実績に報い、人材の確保にも資する。組織活力の向上、労使関係の安定を通じて行政の効率的安定的運営に寄与する。補助金の削減については、より丁寧な説明を心掛け、理解してもらう。
【再質問１】市民には補助金を削減しておいて、自分達だけは給与を増やす事は理に適わないのでは。
【答弁】補助金のトータルは変わっていない。事業が変わり、子育てや民生費が増えている。増額の財源は、地方交付税を充当した。
【再質問２】予算がないないと言っているが、お金はあるのではないか。
【答弁】財政がいい悪いは１つ１つの指標をみるのではなく、全体的、中長期的な観点からみていく必要がある。

一度どのような説明をするのか聞いてみたいものです。
議案質疑Ⅱ【桑名市国民健康保険税条例の一部改正について】
【１回目の質問】
①３月につくられた第２期「財政健全化計画」では何が述べられているのか。
【答弁】４年間の運営計画で、３つの基本方針を掲げている。(1)適正に賦課するため、賦課方式や保険税の見直しを図るとともに、収納率の維持・向上を図る。(2)レセプト点検体制の強化を図り、医療費の適正化に努める。(3)各データを総合的に活用した効果的な支援プログラムを作成し、保健指導を推進する。
②今度の改正で「保険税」はどうなるのか。
【答弁】全体として１人当たりの保険税が平均４０００円余りの減額になっているが、４０歳から６４歳の被保険者の世帯では介護分を補うために多くが増額になるのではないかと見込んでいる。
③国の進める「応能、応益５０対５０」に問題点はないのか。
【答弁】地方税法に規定されており、保険税賦課にあたっては、被保険者間の負担の公平を図る必要がある。応益割の比率が高くなれば、所得の低い世帯の負担が重くなるという問題が出てくるので、所得の低い方の負担ができる限り重くならないように税率等を調整した。
④何故、医療分は下げられ、後期分・介護分が引き上げられるのか。又、金額の根拠は。
【答弁】後期高齢者医療や介護保険の歳出が年々増加傾向にあり、歳出に見合った保険税を現役世代や第２号被保険者に負担してもらう必要があり賦課します。
⑤１３億円近い基金が減少して行くが、何に使われて行くのか。⑥基金の使われ方として、「財政健全化計画」には「激変緩和策として有効に活用」とあるが、どういう事なのか。
【答弁】今回の税率改正は、区分ごとの歳出に見合った保険税の負荷を目的にしており、介護分の保険税不足分をすべて賄うところだが、被保険者に多大な影響を与えないよう基金を活用して増額を緩和した。
⑦要望として上がっている「基金を活用して１人１万円の引下げ」は出来ないのか。検討したのか。
【答弁】国保税は、医療分・後期分・介護分それぞれの区分ごとの収支に見合う保険税を賦課するもので、区分に関係なく１人１万円の引下げを行うことは困難です。
【再質問１】国保税は分かりにくいが、要するに医療分は下がったが、後期分・介護分が上がった。そして４０歳から６４歳の世帯は増額のケースもあるという事だ。１人４０００円下がるモデルケースを示してください。
【答弁】この場では出せない。（後日、委員会で出されたデータにも４０００円以上下がるケースは無し。）
【再質問２】国保は社会保障です。１人１万円の「還付」はできないのか。
【答弁】困難です。
【再質問３】法的なのか、やる気がないのか。　　【答弁】法的に困難です。
【再質問４】根拠となる法律は何ですか。　　　　【答弁】地方税法です。
当局側の主旨には反するが、応益割の均等割か平等割での引き下げが求められる。
一般質問【地域包括ケア計画について】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【質問】出発点（看取り）からの問題、現在進行中の内容、次期「介護保険事業計画」について
① 医療機関が最後の場（死亡）になることの困難さ
【答弁】超高齢化社会を迎え、病院に入院したり、介護施設に入ることも難しくなってくる。認知症の方は、環境変化に弱く、入院や施設入所によりかえって状況が悪化する「リロケーションダメージ」がある。住み慣れた地域で暮らし続けることは重要だ。このような問題意識を共有してもらいたい。
② 施設にいる高齢者は家に帰りたがっている
【答弁】「桑名市地域福祉に関する市民アンケート結果報告書」によると、「家族に介護が必要になった場合に、約７割の方が自宅で家族などを中心に介護したい。」「自分に介護が必要になった場合には、５６％の方が自宅で家族などを中心に介護してもらいた。」と回答している。住み慣れた地域で在宅生活を目指す「地域包括ケアシステム」の構築が必要です。
③ 桑名が「地域包括ケアシステム」の構築で全国から注目されているのは何故だと思うか
【答弁】ホームページ上で徹底した情報公開をしているからでは。
④ 今の「地域生活応援会議」の問題点は
【答弁】これまでケアマネージャーが一人でケアプランを作成していたものを「地域生活応援会議」の場で、保健師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、薬剤師などの多職種の視点からアドバイスをいただくことでより良いケアプラン作成を目指す。
⑤ 「介護保険事業計画」の中から新しい総合事業等について
【答弁】桑名市は新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」を平成２７年度から開始し、必要に応じて見直しを行う。
⑥ 決まっていない所を地域包括ケアシステム推進協議会会長一任でいいのか
【答弁】すべてを案として記載してないが、これまで協議した内容を具現化するもので、大きく方向性を変えるものではない。会長に一任したのはパブコメまでの加筆・修正についてです。
【再質問１】（①に対して）「リロケーションダメージ」は科学的に証明されているのか。
【答弁】誰もが生活環境が変わった場合に起こる。
【再質問２】（②に対して）桑名市のアンケートではなく厚労省の調査（家族は患者らが自宅に戻るのを望んでいない。）をどう考えているのか。
【答弁】桑名市は桑名のアンケートを重視。
【再質問３】（④に対して）「地域生活応援会議」は介護の受給権の侵害につながらないか。
【答弁】「会議」では、出来なかったことを出来るようにしていきたい。
桑名独自の「地域生活応援会議」の実施により、すでに多くのケアマネージャーから、介護度の認定をためらう声が上がってきています。介護を卒業させる前に入学させないのです。４月から始まる「介護予防・日常生活支援総合事業」については、１２日の「第６期介護保険事業計画」の協議の場で発言していきます。
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２２７　　　　２０１５年　　２月　５日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５







































































